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上下水道局条例規定集
（給水関係）

給水装置工事の手引書
の改訂について
（令和７年１１月）

令和 年度 指定給水装置工事

事業者講習会



条例規定集の改訂について

条例規程集　要綱・要領改訂一覧表　（令和７年11月1日）

№ 章 要綱名 改正箇所 内容

1 ３階以上の直結式給水に関する基準 2-2-1 第４条（５）文言追記

2
直結式給水施行要綱
第 １ 章 総 則

2-3-2 １－６－（２）文言追記

3
直結式給水施行要綱
第 ２ 章 基本的事項

2-3-3 ２－１認証品の使用（１）（２）追加

4 2-3-5 ３－３－（７）（８）追記

5 2-3-5 ３－３－（９）追加

6 2-3-5 ３－４－（２）一部抹消

7 2-3-7 ３－１１－（１）追記

8
直結式給水施行要綱
第 ５ 章 メ－タ－以下の給水装置

2-3-11 ５－４－（４）一部抹消

9 2-3-13 ６－５－（１）修正

10 2-3-13 ６－５－（２）追記

11 2-3-13 ６－６－（２）一部抹消

12 2-3-14 ６－８－（１）一部修正

13 2-3-14 ６－８－（２）一部修正（３）改訂

14 2-3-16 ６－１１－（２）追記

直結式給水施行要綱
第 ３ 章 指定給水装置の構造及び材質等

直結式給水施行要綱
第 ６ 章 ３階建て以上の直結式給水
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条例規定集の改訂について

条例規程集　要綱・要領改訂一覧表　（令和７年11月1日）

№ 章 要綱名 改正箇所 内容

15 2-3-24 ８－２－（２）修正

16 2-3-24 ８－４－（１）一部抹消

17 2-3-25 ８－４－（４）修正

18 2-3-25 ８－５追加

19 2-3-28 別表２（管理者が指定する給水管及び給水用具）一部修正

20 2-3-46 図１３（パイプシャフト内メーター回り標準構造図）注意書き追記

21
直結式給水施行要綱
スプリンクラー設備の設置に係る取扱い基準

2-4-3 様式（スプリンクラー設備設置条件承諾書）追記

22
2-5-3

～2-5-11
受水槽図面廃止。○給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(逆流防止に関す
る基準)別表,図追加

23 2-5-5 第１５（１）追記　

24 2-5-6 付則２追記　

25
直結式給水施行要綱
北九州市水道事業給水管に直結する特殊器具の取扱基準

2-7-1 第２（１１）追記

直結式給水施行要綱
第 ８ 章 工事の申込み等

直結式給水施行要綱
図表
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直結式給水施行要綱
水槽式給水取扱要領



条例規定集の改訂について

条例規程集　要綱・要領改訂一覧表　（令和７年11月1日）

№ 章 要綱名 改正箇所 内容

26 4
北九州市上下水道局指定給水装置工事事業者（臨時）
の指定に係る要綱

4-1-17
～4-1-18

要綱制定

27 5
水槽式給水から直結式給水への切り替えに伴う給水装
置工事の取扱い実施要領

5-3-1 ３条（５）追加

28 6-1-2 第４条（２）一部追記

29 6-1-2 第５条（２）改訂

29 6-1-6 施工同意書兼工事費用免除申請書の修正

30 6-2-1 参考図整理

31 宅地内給水管の応急修繕Ｑ＆Ａ 6-3-1 廃止

32 貯水槽水道の業務フロー 8-2-1 内容整理

33 貯水槽水道の維持管理について 8-3-1 Ｑ＆Ａ廃止。内容整理

34 13-1-35 「給水装置工事申込書の用紙について（通知）」

35 13-1-36 「ウルトラファインバブル発生装置の取り扱いについて（通知）」

13 通知文

配水管への取付口から水道メーターまでの給水管の取
扱い実施要領
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条例規定集2章 直結式給水施行要綱

①基本的事項 ２－１ 認証品の使用

「給水装置は、別表１に掲げる認証品を使用しなければな

らない」に

下記の条件を追加。

（１）設置後、不具合が生じたものは使用中止とする。

（２）配水管に影響を与えるものは使用できない。

条例規定集の主な改訂点



別表１に掲げる認証品

• （１）自社検査による性能基準適合品

• （２）第三者機関による性能基準適合品

• （３）他の規格適合品

• （４）その他



（２）配水管に影響を与えるものは使用できない

日水協 給水用具等の認証要件

（６）その他（Ｚ）

③特定施設水道連結型スプリンクラー設備

に使用する給水補助加圧装置

（ｂ）配水管への影響がないこと。ただし、

特定施設水道連結型スプリンクラー設備の

作動時を除く。

⇒北九州市では、加圧ポンプは0.069MPa以下で

停止することが使用条件であるため、使用禁止。



②指定給水装置の構造及び材質等 ３－３ 給水管の分岐

・割丁字は原則 型

・取り出す配水管が耐震管 ＮＳ、ＧＸなど の場合、

取り出し管（７５ 以上）は耐震管を使用する。

また、割丁字フランジ部には耐震補強金具を設置する。

・ソフトシール仕切弁は受挿し、両受けを原則とする。

・フランジを使用する場合は一次側に漏水防止対策を

行う。

V
( )

mm

条例規定集の主な改訂点











プロテクターが設置できなかった例



③３階建て以上の直結式給水

６－５ ３階建て以上の建物の給水管等の口径決定

・取出し管及びメ－タ－口径は、水理計算により決定する。

・３階建て以上の建物は、メーター口径２０ミリ以上が

基本であるが、各戸の水栓の数が４個以下に限っては

  メーター口径を１３ミリの使用を認める。 

条例規定集の主な改訂点



④３階建て以上の直結式給水

６－８ 逆流防止器具及びボックス等（３）器種

・逆流防止器具は、次の器具を標準とする。

（１） 直圧（暫定）給水の場合は、種類の指定はなし。

逆止弁付きメーターパッキンは対象外

（２） 増圧給水及び複合給水の場合は、減圧式とする。

ただし、増圧ポンプに減圧式を内蔵する場合、

ポンプの上流側に逆流防止器具を設置する。

条例規定集の主な改訂点



逆止弁付きメーターパッキン



⑤水槽式給水取扱要領 第１５ 配管及び構造

・メーター口径 ミリメートル以上は定流量弁を設置し、

流量については事前協議すること。

・適切な吐水口空間の確保を行うこと（図７、別表１）

・受水槽参考図抹消

40 

条例規定集の主な改訂点



給水装置工事の手引書の改訂について

給水装置工事手引書 改訂一覧表 （令和7年11月1日）

表 題頁章№

目次目次1

1-3 給水装置の概念P-212

1-5 給水装置の構造及び材質の基準P-413

2-1-2 供給規定の適合要件P-224

2-2-3 供給規程に定める給水拒否及び給水停止P-525

3 費用P-4～736

4-2 事業運営の基準（基本事項5.イ）P-247

4-3 指定の基準（基本事項(3)）P-548

4-3-3 欠格要件P-649

４－４－１ 指定の申請手続きP-7410

4-5 変更の届出等 （基本事項2.(2)）P-8411

4-8-1 指定の取消要件（１）P-11412

4-8-1 指定の取消要件（８）P-12413

表4-1指定給水装置工事事業者の違反行為に関する処分基準P-14414



給水装置工事の手引書の改訂について

給水装置工事手引書 改訂一覧表 （令和7年11月1日）

表 題頁章№

5-1給水装置工事の申込み2(2)改造工事P-1515

5-2申込みの手続き 3工事の申込み等(4)P-4516

5-2申込みの手続き 4事前協議(2)P-4517

5-2-1申込みの手続き 3留意事項P-5518

5-2-1申込みの手続き 3留意事項P-7519

5-2-2事前協議P-8520

5-2-5給水装置工事申込書の作成 (2)工事の申込者又は指定事業者等が記入する項目と記入方法P-16521

5-5-4 工事記録写真(2)P-35522

5-6-2特殊器具の扱いP-40523

5-9 共同住宅制度 基本事項 5-9-1(1)P-46524

5-9-2 関係書類及び留意事項P-47525

5-10-6 申請に必要な関係書類P-52526

6-1 給水装置の材料（基本事項）P-1627

(3)ポリエチレン粉体ライニング鋼管P-4628

6-3給水管及び給水用具の指定P-25629

6-4-3水道メーターの採用機種P-33,P-34630



給水装置工事の手引書の改訂について
給水装置工事手引書 改訂一覧表 （令和7年11月1日）

表 題頁章№

7-2-1 給水方式の概要（(2)直結式増圧給水(図7-3)）731

7-2-1 給水方式の概要（(3)直結式複合給水(図7-4)）P-4732

7-2-2 3階建て以上の直結式給水P-7733

7-2-2-4 ３階建て以上の建物の給水管等の口径決定P-8734

7-2-2-5 メーターの設置及び収納P-8735

7-2-2-7 逆流防止器具及びボックス等P-8736

7-2-2-8 止水栓類及びボックス等P-9737

7-2-2-10 増圧ポンプの設置P-10738

7-2-2 メーター回り標準構造図P-14739

7-2-4 水槽式給水P-17740

7-5-1 計画使用水量（直結式給水）
P-23
P-36

741

7-5-3-2 給水用具の損失水頭P-31742

7-7-1 メーター口径の決定P-33743

7-8 口径決定の手法P-34744

7-8 口径決定の手法P-34745

7-8-3 水理計算を省略できる場合P-36746

(3)直結式増圧給水P-50747

8-1 給水装置の取出しP-1848

8-2-1 止水栓の設置P-5849

8-6-1 配管工事P-20850

8-6-1 配管工事P-20851

8-7 給水管の明示（8-7-2布設位置が不明となる場合）P-24852

8-7 給水管の明示（8-7-2布設位置が不明となる場合）P-25853

9-1-5 クロスコネクションP-12954



給水装置工事の手引書

工事記録写真

①集合住宅においては、現地立会による検査を全戸実施し

た場合、工事記録写真はタイプごとに提出することが出来

る。

水道メーターの採用機種

①最新データに更新（スマートメーターの追加と不使用メ

ーターの廃止）

5-5-4

6-4-3

手引きの主な改訂点



給水装置工事の手引書

計画使用水量（直結式給水）

①表 給水用具の標準使用水量

標準流量（㍑／分）

給水管口径 １３ １７

２０ ３８ ４０

２５ ５９ ６５

7-5-1
7-8

φ
φ ⇒
φ ⇒

手引きの主な改訂点



8-6-1 配管工事
①図8-20管の保護図面追加（サンドエロージョン対策）



サンドエロージョン写真


